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清掃工場の焼却能力(※1)23区推計︓
清掃一組推計︓[単位：万トン]

[単位：万トン]

①23区推計と清掃一組推計の比較
・23区と清掃一組それぞれの推計の差は、R6年度からR30年度までの各年度平均で約6.9万トンである。
・この差が生じている理由は、23区推計では、ステップ２で削減効果を見込むプラスチック資源化の分について、
清掃一組の推計では、既に削減効果を反映しているためであり、それを除外すると推計間に大きな乖離はない。

②清掃工場焼却能力との比較
本資料に示すベース推計のままの推移では、R22年度から清掃工場焼却能力が不足する年度があることがわかった。

１．ごみ量予測ベース推計 23区・清掃一組による推計と処理能力の推移

２．ごみ量予測ベース推計 数値一覧

３．まとめ

(※1) 焼却能力は、各工場を現行規模のまま建て替えた場合の数値である。
(※2) 焼却能力の過不足は、本資料に記載の数値の他、季節調整値や災害対応のための余力は考慮していない。

ステップ２「今後のごみ量目標の策定」において、上記推計に
各区が将来実施可能なごみ減量施策（家庭ごみの有料化等）の
効果を反映させた23区のごみ量目標を策定する。
※現在、各区において作業中（12月報告予定）

焼却能力8.6万トン/年
(300トン工場1つ分に相当)

不足(※2)

焼却能力が最大で28.6万トン/年
(1,000トン工場1つ分に相当）

不足

R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30
区収集 169.6 169.7 169.3 169.4 168.6 168.3 168.1 168.1 167.3 166.9 166.6 166.7 165.6 165.1 164.5 164.5 163.5 163.0 162.4 162.3 161.4 160.9 159.9 159.4 158.0
持込 85.6 87.5 88.9 90.2 91.5 92.7 93.8 94.9 95.3 95.6 96.0 96.2 96.5 96.6 96.8 97.0 97.0 97.1 97.2 97.1 97.1 97.1 97.1 96.9 96.8
合計 255.2 257.2 258.2 259.6 260.1 261.0 261.9 263.0 262.6 262.5 262.6 262.9 262.1 261.7 261.3 261.5 260.5 260.1 259.6 259.4 258.5 258.0 257.0 256.3 254.8
家庭 145.4 145.2 144.6 144.4 142.8 142.6 142.6 140.9 140.3 140.1 139.9 140.1 139.3 138.9 138.5 138.5 137.8 137.4 137.0 136.9 136.2 135.8 135.1 134.7 133.6
事業系 103.3 105.4 106.7 107.7 108.8 109.7 110.5 111.4 112.3 113.1 114.0 114.7 115.3 115.8 116.2 116.7 116.9 117.1 117.3 117.3 117.3 117.3 117.3 117.1 116.9
合計 248.7 250.6 251.3 252.1 251.6 252.3 253.1 252.3 252.6 253.2 253.9 254.8 254.6 254.7 254.7 255.2 254.7 254.5 254.3 254.2 253.5 253.1 252.4 251.8 250.5

283.1 282.0 274.6 282.1 283.2 275.3 281.8 275.8 275.0 279.5 280.0 272.6 269.7 270.5 279.3 266.9 251.9 249.4 267.9 253.3 250.4 238.5 231.2 227.7 240.3
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 ステップ1「２３区のごみ量予測ベース推計」の結果について
 （令和6年8月23日　清掃主管部長会資料）※ 資料の記載内容は検討時点のものです。
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